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商
業
・
法
人
登
記
手
続
代
理
の
行
政
書
士
へ
の
開
放
を
求
め
る
意
見
書

現
在
、
内
閣
府
の
規
制
改
革
会
議
に
お
い
て
国
民
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
観
点
か
ら
「
隣
接
法

律
専
門
職
種
の
相
互
参
入
の
促
進
」
が
検
討
さ
れ
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
行
政
書
士
等
の
法
律
専
門
職
の

業
務
範
囲
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
行
政
書
士
は
、
官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
や
権
利
義
務
又
は
事
実
証
明
に
関
す
る
書

類
作
成
を
は
じ
め
、
そ
の
提
出
手
続
の
代
理
、
こ
れ
ら
に
関
わ
る
相
談
等
を
業
と
し
て
お
り
、
国
民
の
生
活

に
密
着
し
た
分
野
で
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

商
業
・
法
人
登
記
制
度
は
、
商
法
、
会
社
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
登
記
す
べ
き
事
項
を
公
示

し
、
商
号
、
会
社
等
に
関
す
る
信
用
の
維
持
を
図
り
、
か
つ
、
取
引
の
安
全
と
円
滑
化
を
推
進
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
お
り
、
わ
が
国
の
取
引
社
会
は
商
業
・
法
人
登
記
制
度
を
中
核
的
基
盤
と
し
て
成
り
立
っ
て
い

る
。商

業
・
法
人
登
記
の
分
野
に
お
い
て
、
行
政
書
士
は
、
法
人
設
立
・
役
員
変
更
等
に
お
け
る
定
款
・
議
事

録
作
成
等
の
大
半
を
行
政
書
士
業
務
と
し
て
受
託
し
て
お
り
、
こ
れ
に
続
く
登
記
申
請
書
の
作
成
・
申
請
の

代
理
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り
登
記
手
続
き
に
関
す
る
時
間
及
び
費
用
が
削
減
さ
れ
、
国
民
の
利
便
性
の

向
上
が
確
実
に
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
商
業
・
法
人
登
記
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
と
の
観
点
か
ら
他

士
業
に
も
考
慮
し
必
要
な
条
件
を
付
し
て
、
商
業
・
法
人
登
記
手
続
代
理
を
行
政
書
士
に
開
放
し
、
国
民
の

利
便
の
向
上
を
図
ら
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。
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